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盛土規制法の規制区域（案） に対する

市民意見等の募集（パブリックコメント）の結果

及び規制区域の決定について

（宅地造成及び特定盛土等規制法）



パブリックコメントの結果

（１）実施概要

募集期間

公表方法

閲覧・用紙
配布場所

提出方法

（２）実施結果
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・意見等の提出者数 ２名
・意見等の件数 ２件

【意見等に対する対応】

対応区分 対応方針 件数
０件

０件

０件

０件

２件

２件合計

※規制区域（案）の変更及び修正はありません。



パブリックコメントの結果

（３）意見等の内容と市の考え
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意見等の内容 市の考え方

(1)

自社の管理地（特定盛土等規制区域）で建設

残土の受入を計画（盛土面積1,700㎡、高さ５ｍ

未満）しているが、必要な手続きを確認した

い。

当該事業の開始時期等により、必要な手続きが異なり

ます。今後、申請の手引き等を作成の上、ご案内します

ので改めてご相談ください。

(2)

許可基準に合っていれば、許可は下りてしま

うので、山間部の崩壊履歴のある場所は、盛土

の規制（許可制）ではなく盛土を禁止すべきだ

と思う。

盛土規制法は、全国一律で規制区域内で行われる盛土

等を許可対象とすることにより、盛土等に伴う災害の防

止の措置を図る法制度です。

規制区域の指定と法運用の開始により、盛土等の安全

性を担保してまいりますので、ご理解をお願いします。



令和６年度 令和７年度
９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

現在

今後のスケジュール 4

令和７年５月26日の法運用開始を見据えた準備を整える

区域案作成 パブコメ 区域案決定

許可手続開始

（安全な盛土）

盛土調査着手

（安全に維持）

的確な法運用

（災害を抑止）

＜県・松本市＞

＜長野市＞

区域案作成 パブコメ 区域案決定

周

知

期

間

調整 同時 調整 同時

事
業
者
説
明
会
（
県
市
合
同
）

2/10 松本
2/14 上田
2/17 飯田
2/20 ⾧野

規
制
区
域
の
指
定

５
／
26
（
全
県
同
時）

https://www.pref.nagano.lg.jp/toshikei/happyou/250122setsumeikaipress.html

宅地造成及び特定盛土等規制法についての説明会
⾧野県（建設部）プレスリリース


